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別紙

第 3回東海第二地域原子 力 防 災 協 議 会 作 業 部 会 に つ い て （復命）

標記会議に出席しました。 内容は下記のとおりです。

記

ー 日時

2
 

場所

平成 29年 6月 29日（木） 13時 30分から 15時 55分まで

茨城県原子カオブ サイトセンター 2階 全体会議室

3
 

出 席者

日立市： （総務）千葉参事、 （安全）七井課長、 菊池課長、 永井

4
 

内容

避難計画の充実化に向け 、内閣府主催の地域原子力防災協議会地 域

主な内容は以下のとおり部会が行われた。
d
 

. (1) 
t 
．．． 

避難計画の充実化について

内閣府から、・東海第二地域の緊急時対応を取りまとめるに当た

っての参考として、既に策 定 さ れ て い る 「 泊 地 域 の 緊 急 時 対 応」．

，及び「伊方地域の緊急時対応」について説明を受けた。（詳細は別

紙のとおり）

(2) 内閣府から、 東海第二地域の避難計画充実化に向けた検討項目

（案） についてがあり、 今後の作業部会において、順次検討を 進

・,. ・. めていくことされた。
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5 

(1) 

｀ 
その他

8月上旬を目途に開催する。東海第二地域

の緊急時対応をまとめるまでの作業工程について、内閣府から案

次回の作業部会は、

が提示される予定。



(2) 本来、作業部会の構成員は、県担当者（課長級）であり、市町村

はオブザーバーとして 参加することができる。市町村の課題を県

が代表して述べることとされているが、内閣府の担当者の意向 に

より市町村からも直接意見を聞く形で会議を進めていくことと

された。

以 上
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出張目的
第4回東海第二地域原子力防災協議会作業部会に出席するため

出

＿期

張 先
茨城県庁 6階災害対策本部室

I水戸市笠原町978番6
間 平成29年 8月23日 泊 1日

円
一
円
＿
堕
円
一
堕
円
同
一
巴
円
一
円

t
石

合計
（所要予定額）

会 計

予 算区分

款

項

目

事 ー業

節

細 II節
こ
細々節

復命 祠7百 己のとおり 口別紙のとおり □口頭）

科

目

菰4@東祝笏ク心疇砂臼1りか余ィギ祖村公心杞翼1べ．

麟 4 噂如砂いな伍鐸孫の｛メグぷ`叡、1砂 k,9ギ~-1゜＼噂椒社印虹叫

匂れて糾'1‘ い`仰 I¥釦恥避稗鯰虹噂戎 t條 r圧＼‘‘ ヶ＇問釦：いて忍心醗

も G‘l．免多 t u 1いくァへ ンゞ て●’し ¥'.Z'

も｛くい鵡いい応 f恥彗伍囮し各炉） ｀ f虚直粒乳豆茨乞、ミ伸ぅ犀鯰ぐ

決

裁

tし・ ク：： 翫；］：1門；：n |；課：ご・

⑰) 



別紙

第 5回東海第二地域原子力防災協議会作業部会について（復命）

標記会議に出席しました。内容は下記のとおりです。

記

1 日時 平成 29年 12月 21日（木） 10時 30分から 11時 45分まで

2 場所 東海村役場行政棟 5階原子力視察室

3ー 出席者

日立市：七井課長、永井

※出席機関は、別紙参加者一覧のとおり

4 内容

内閣府が 行っ た PAZ、U PZの 14自治体との意見交換結果等を

踏まえ、今後の進め方について説明があった。主な内容は以下のとお

り。

(1) 緊急時対応における災害の想定について、原子力発電所の単 独

事故は想定しにくいため、大規模地震、津波が発生する複合災 害

を想定していくこと。

(2) 来年度は、要配慮者、民間企業の従業員等の一時滞在者等の対

象者数の実態把握や移動手段の確保等の課題について取り組んで

いく予定。

(3) 原発から 10km圏内に要配慮者を避難させる施設を新設・改修す

る場合は、国の原子力災害対策事業費補助金（補助率 10/10)を活

用してほしい。

以 上



別紙

第 6回東海第二地域原子力防災協議会作業部会について（報告）

標記会議に出席しました。内容は下記のとおりです。

記

1 日時 平成 30年 5月 23日（水） 13時 30分から 14時 45分まで

2 場所 茨城県庁 6階 災害 対 策 本 部 室

3 出席者

日立市：菊池課長、星係長、永井

叶● ※出席者は、別紙参加者一覧のとおり

4 内容

本年度最初の作業部会であったため、内閣府から本作業部会の概要

説明の後、今後の進め方について説明があった。主な内容は以下のと

おり。

専
(1) 避難行動丹支援者や民間企業の従業員等の一時滞在者について、

対象者数を含む実態把握（いつがヒ°ークなのか）や移動手段（バス、

福祉車両等）．について要検討。

(2) PAZ 内の防護施設の充実化について、現状で足りているのか引

き続き要検討。

)，l● (3) 昨秋に内閣府が 14市町村を訪問した際、 PAZ住民が避難してい

るときに UPZ住民も動き出してしまい錯綜するのではないかとい

う懸念の声が多くあった。住民に対し、屋内退避の有効性につい

ての理解促進が必要。

(4) 在宅の避難行動要支援者については、把握の方法・支援者の 確

保について、引き続き要検討。

(•5) 現在設定している避難経路について、東日本大震災での被災状

況・復旧状況について要確認。

(6) 放射線防護施設の食料備蓄について、 1 週間分に満たない施設

は、今後、内閣府が備蓄を増強するように依頼する可能性あり。

(7) 事業所の避難計画の策定について、進めていく予定はあるか。

→ 内閣府としては現在末定。市町村が事業所と計画策定の調整

を進めるのであれば、東海第二地域以外の先進事例について情

報提供することはできる。
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三
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報捉供することはできる 。
8 
（令） 東海第二地域の緊急時対応の取りまとめの時期は。

→ 資料 4でわかるように、東海第二地域の諸課題に対する 検討

状況が道半ばである ことを考えると、現時点では未定とし か答

えられない。

5 その他

(1) 茨城県としては、東海第二地域の喫緊の課題は、避難行動用支

援者対策と考えており、今後、県の広域避難計画勉強会において、

協議していきたいと考えている。 14市町村で協議する内容があれ

ば、勉強会で検討していきたいので、市町村からも提案をしてほ

)II● しいという話が合った。

(2) 次回の作業部会は、早ければ 7月中に開催する方向で調整する。

以上
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3. 

第1回東海第二地域

原子力防災協議会作業部会の結果について（報告）

標記説明会に出席しました。内容は下記のとおりです。

1 !日時

2 出張先

3 出席者

記

平成 30年 10月 26日（金） 13時 30分から 16時 45分まで

茨城県庁 6階＇災害対策本部室

滑川課長、星係長、森山主事、永井 ※詳細は出席者名簿のとおり
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4-2 会議の概要（第 2部：ー東海第二地域原子力防災協議会作業部会）

(1) 避難計画の充実化について

県から 4- 1 (2)と同様の説明があった。

(2) 東海第二発電所原子炉設置許可の概要について（説明：・日本原電）別紙 5

日本原電から原子炉設置変更許可の概要についての説明があった。細野内閣

府地域原子力防災推進官から以下の補足説明があっt
'--0 

ア 新規制基準により、原発が事故を起こす確率は限りなく低く抑えられてげ

るが、放射性物質が環境中に放出される可能性として一番高いのは、ベント

によるもの。

イ原電は ヘ／卜のシチュエーションIq として 2つを想定している。事故事象

が早く進展した場合、約秤吼寺間で放出。代替循環冷却系及び緊急用海水系を

・使用した場合、 5日で放出が想定される。

以上
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第 8回東海第二地域原子力防災協議会作業部会について（報告）

標記会議に出席しました。内容は下記のとおりです。

記

1 日時 令和 2年 3月 19日（木）午後 1時 30分から午後 2時 10分まで

2 場 所 日立市防災センター（テレビ会議システム）

3 出 席者 滑川課長、森山主幹

0 4 内容

(1) 安定ヨウ素剤の事前配布に係る運用について

ア 今年の 2 月に小泉大臣が発言した安定ヨウ素剤の事前配布に

ついては、現行の原子力災害対策指針を変更して UPZ圏内まで

事前配布をするとい う趣 旨で はな い。 現行 の指 針の 範囲 内にお

いて、必要に応じて、対応してほしいと考えている。

また、配布場所については、現在薬局での配布の準備を進めて

いるところではある が、 保健 所な どの 公共 施設 には 保健 師や薬

剤師が常駐している ので、これらの施設で配布することも可能

である。（内閣府）。イ 茨城県としては、 UPZへ の 事 前 配 布 は 考 え て い な い 。 近日中

に各自治体へのアン ケートを実施し、これらの結果を受け、内

閣府と検討していきたい。（県・薬務課）

(2) 住民理解の-促進についての全国各地域における取組状況

ア 各 道 府 県 に お い て パンフレットを整備しており、リーフレ ッ

トや広報誌などの活用事例がある。

鳥取県においては、アプリを導入するなどを整備し、原子力災

害に備えた知識や情報などをまとめている。

また、民間の Yah66防災アプリなども活用してほしい。

イ 原子力防災訓練を活用し、住民が参加することで実行動を通

じた住民理解の促進が図られているので、訓練を実施してほし

vヽ
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(3) 放射線防護施設の整備について

ア 毎年補正予算により、費用については担保しているが、財務省

から予算を取りにくい状況である。継続した予算要求が必要と

なり、東海地域から案件を出してほしい。

今後、令和 3 年度予算に向けた申請・の準備をすることになる

ため、整備計画の検討を進めてほしい。

ィ ＿新設の施設も補助の対象とすると

~、'-れまでと同様に既出席した自治体の首長にはお伝えしヤが

存の建物を最優先の 工事対象として検討してほしい。各自 治体

により所有する施設の状況が異なるため、必要があれば、内閣

府に相談してほしい。

以上



第 9回東海第二地域原子力防災協議会作業部会について（ 報告）

標記会議に出席しました。内容は下記のとおりです。

記

1 日時 令和 2年 7月 28日（火）午前 10時から午前 11時まで

2 場所 日立市防災センター（テレビ会議システム）

3 出席者 千葉調整監、佐藤課長ー補佐、森山主幹、大平主事

ー・`
！
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]r」

゜

4 内容

(1) 各市町村での—般防災におけるコロナウイルス感染対策につ
いて

各市町村での資機材の整備状況や対策について情報共有した。

. (2) 広域避難計画に盛り 込むべきコロナウイルス感染対策の内 容につ

いて

自宅等で屋内退避を行う場合には、放射性物質による被ばくを避

け ることを優先し、屋内退避の指示が出されている間は原則換気は行 ．

わ ない こ と や 避 難 等 を行う際には、避難者や避難先での感染拡大 を 防

ぐ ため、避難所や避難車 両 等 で 、 人 と 人 と の 距 離 の 確 保 、 マ スクの着

用、手洗いなどの感染対策を実施することなど、感染症流行下での原

子力 災 害 に お け る 防護 措置の基本的な考え方について、説明があった。

ま た、避難計画に盛り込むべき内容については、順次検討を進めてい

くこととなった。（内閣府）

以上 ・



函百茄点面峠作業部会につして；・（復命）

1 日時

2 場所

3 出席者

4 内容
！ 

第10回東海地

令和 2年 10月19日（月）午後1時30分から午後4時まで

茨城県庁 6階災害対策本部室

防災対策課森山主幹、大平主事（別添 1)
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(2) 第 10回東海第二地域原子力防災協議会作業部会（別添 1.0) 

ア 内閣府は、新型コロナウィルス感染拡大を踏まえた感染症の流行下での原子

力災害時における防護措置の実施ガイドライン（案）を作成中であり、今後は専

門家等の意見を参考にし、修正を行っていくとのことである。

イ 6月に示した基本的な考え方では、屋内退避中は、原則換気をしないとして

いるが、「原則の例外」として、放射性物質の放出状況により、 30分に 1回換

気を行うかどうか厚生労働省や専門家と調整する。

ウ バス等の避難の際は「可能な限り乗車人数を抑える」旨の内容に修正してい

くとのことである。東海村から、「可能な限り」ではなく、基本のベースとなる

ところは定めてほしいとの話があった。

以上
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